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令和５年度年末年始無災害運動について

　コロナ禍で『安・近・単』のレジャー
が注目された。先取りした訳ではな
いが、懐事情もあり、自宅から近く、

料金も安く、そして簡単に行ける「イカダ釣り」を楽しんでいる。
　利用しているのは、全長42ｍ、幅10ｍ、50名程乗れる大
きなイカダで、鰺・鯖はもちろん、鯛、鮃、鰤など魚種は豊
富だ。釣果の写真も貼られ、定期的に更新されている。一度
は貼られてみたい。
　たまにイルカウォッチングにも恵まれる。大喜びする子供達
の傍から、ため息とぼやきが聞こえるが、私の釣果に影響は
なく、釣れなかった時の良い言い訳ができたと思っている。

　ポイントの移動ができないため、暇な時が多いが、桜島や
海面を漂う海鴨、カモメやトンビを眺めているだけで気分転
換になる。竿先が海中に沈むくらいの当りがあると、嫌なこ
とも一瞬で忘れる。
　ワーク・ライフ・バランスが謳われて久しいが、釣りを始めて、
気持ちの切り替えができるようになった。釣れなかったときは
「運を使わなくて良かった」と思っている。でも、運が貯まり
に貯まったので、使ってみたいと思う時もある。
　12月に入り寒さも厳しくなってきたが、もっと冷たい視線に
耐え、防寒着を着込み、魚との熱い闘いで、心身ともに充電
をしよう。

2023年（令和5年）

竜宮円設（フラワーパークかごしま：指宿市山川）　　　　　　　　　　　　　　　　【写真提供者：村山　隆氏】
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趣　旨
　年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事
故で過ごし、明るい新年を迎えることができるよう、事
業場等の取り組み促進を図る趣旨で、昭和46年から厚生
労働省の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運
動で、本年で53回目を迎える。
　職場の安全と健康を確保するためには、経営者、労働
者が一丸となって安全衛生活動を推進し、災害のない職
場環境を整えるためにも、一つひとつの作業を丁寧に確
認し、次の作業に備えること、そして体調管理を万全に
し、無理をしないことが大切である。
　本年８月末までの労働災害発生状況（新型コロナウ
イルス感染症へのり患による労働災害を除く）におい
て、前年同期に比べて休業４日以上の死傷者数は、全体
で2.4％増加しており、業種別では製造業で1.9％、第三
次産業で4.6％増となっている。事故の型別では「転倒」
が2.6％、「動作の反動・無理な動作」で7.1％の増加が見
られる。
　こうした状況の中で、特に年末年始は慌ただしい中で
の大掃除や機械設備の保守点検・再稼働等の作業が多く
なるほか、物流等の増加に伴う交通・荷役作業時の災害、
積雪や凍結による転倒等の危険が増す。各事業場におい
ては、非定常作業における安全確認の徹底、作業前点検
の実施、作業手順や交通ルールの遵守、安全衛生保護具
の点検の実施、感染症予防を含めた労働者の健康状態の
確認などに全員で取り組むことが一層重要となる。
　皆で力を合わせて無事に一年を締めくくり、明るい新
年を迎えられるよう、安全・健康への思いを新たにし、
本年度の年末年始無災害運動を展開することとする。

主唱者の実施事項
⑴　機関誌、ホームページ等を通じての広報
⑵　報道機関等を通じての周知
⑶　リーフレット等の制作および配布
⑷�　小冊子、ポスター、のぼり、デジタルコンテンツ等

の頒布・配信

事業場の実施事項
⑴　年末年始に実施する事項
　①　経営トップによる安全衛生方針の決意表明
　②　安全衛生パトロールの実施
　③　機械設備に係る一斉検査および作業前点検の実施
　④　年末時期の大掃除等を契機とした５Ｓの徹底、掲

示や旗の掲げ替え
　⑤　年始時期の作業再開時の安全確認の徹底
　⑥　年末年始無災害運動用ポスター、のぼり等の掲示

⑵　年末年始に実施状況を確認する事項
　①　ＫＹ（危険予知）活動を活用した非定常作業にお

ける労働災害防止対策の徹底
　②　安全保護具・労働衛生保護具、安全標識・表示等

の点検と整備・更新
　③　化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた化

学物質管理の徹底
　④　転倒、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ災害防

止や腰痛予防対策の徹底
　⑤　火気の点検、確認など火気管理の徹底
　⑥　交通労働災害防止対策の推進
　⑦　過重労働をしない・させない職場環境づくり
　⑧　健康的な生活習慣（睡眠、食事、運動等）に関す

る健康指導などの実施
　⑨　感染症拡大防止対策の徹底
　⑩　職場のハラスメント防止につながる取り組みの推進
　⑪　自然災害等に伴う復旧・復興工事等における労働

災害防止対策の推進
　⑫　安全衛生旗の掲揚、その他安全衛生意識高揚のた

めの活動の実施

令和5年度

年末年始無災害運動
年末年始無災害運動標語

健康と安全で　幸せつなぐ年末年始
実施期間：令和５年12月１日～令和６年１月15日

主唱者：中央労働災害防止協会　後援：厚生労働省
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　本年も、年末年始無災害運動が、令和

５年12月１日から令和６年１月15日ま

で、『健康と安全で 幸せつなぐ年末年始』

を標語として、全国的に展開されます。

　当協会では、無災害運動を通じて安全

衛生意識高揚を高めるため、中災防用品

の販売を行うことにしていますので、ご

活用下さいますようご案内致します。

　併せて年末年始の無災害にむけて実

効ある取組みをお願い申し上げます。

　なお、用品等の問い合わせ・注文は、

最寄りの各支部へお願いします。

「令和５年度年末年始無災害運動」図書・用品のご案内
（公社）鹿児島県労働基準協会　

用品等の問合せ先

◇鹿児島支部
電　話　０９９－２２６－７４２７
ＦＡＸ　０９９－２２６－７４２９

◇川内支部
電　話　０９９６－２５－１３７７
ＦＡＸ　０９９６－４１－３９３６

◇鹿屋支部
電　話　０９９４－４０－９０５５
ＦＡＸ　０９９４－４０－９０５６

◇加治木支部
電　話　０９９５－６３－１０３０
ＦＡＸ　０９９５－６３－１０３０

◇加世田支部
電　話　０９９３－５８－２１８３
ＦＡＸ　０９９３－５８－２１８４

◇志布志支部
電　話　０９９－４７２－４８７７
ＦＡＸ　０９９－４７２－４８３３

◇大島支部
電　話　０９９７－５３－５４８７
ＦＡＸ　０９９７－５３－６２７０

◇種子島支部
電　話　０９９７－２２－２７３６
ＦＡＸ　０９９７－２２－２７３１
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　３つの特定（産業別）最低賃金のうち、「自動車（新車）小売業最低賃金」については、下表のとおり、「自動車（新
車）小売業最低賃金」については43円引上げの時間額945円に改正されました。
　改正されなかった、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」及び「百貨店、
総合スーパー最低賃金」については、令和５年10月６日より鹿児島県最低賃金額897円以上の支払いが必要ですので、
ご注意ください。
　当局ホームページでは、最低賃金についての一覧表や時間給、日給、月給による最低賃金との比較方法など最低賃
金に関する資料を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
　また、賃金引上げに『業務改善助成金』をご活用ください。

鹿児島県の特定（産業別）最低賃金が改正されました。
鹿児島労働局賃金室

★　特定最低賃金（産業別最低賃金）
産　業　名 時　間　額 効力発生日 適　用　範　囲

自動車（新車）
小売業 945円 令和5年

12月24日

　次に掲げる者を除く（ただし、鹿児島県最低賃金は適
用されます）
①　18歳未満又は65歳以上の者
②�　雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの
③�　清掃又は片付けの業務に主として従事する者

電子部品・デバイ
ス・電子回路、電
気機械器具、情報
通信機械器具製造
業（医療用計測器
製造業を除く、た
だし心電計製造業
は含む）

897円
左記の最低賃金は、令和５年度は改正がありません。
このため、令和５年10月６日から
鹿児島県最低賃金897円以上の支払いが必要となります。

百貨店、
総合スーパー 897円

左記の最低賃金は、令和５年度は改正がありません。
このため、令和５年10月６日から
鹿児島県最低賃金897円以上の支払いが必要となります。

★　地域別最低賃金

鹿児島県最低賃金

時　間　額 効力発生日 適　用　範　囲

897円 令和5年
10月６日

　鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。
　ただし、下表記載の産業に該当する場合は、各産業別
最低賃金が適用されます。

●�最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上
の賃金を支払わなければなりません。

●特定最低賃金（産業別最低賃金）は、県内の特定の産業の労働者と使用者に適用されます。
　地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければ
なりません。なお、「外国人技能実習生」は、「技能習得中のもの」には該当しません。
●最低賃金には、次の賃金は算入されません。
　①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）　　　②一月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
　③時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金　④精皆勤手当、通勤手当、家族手当
≪最低賃金に関するお問い合わせ先≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　鹿児島労働局賃金室　　（電話）099-223-8278　　　　　　川内労働基準監督署　　（電話）0996-22-3225
　　　鹿児島労働基準監督署（電話）099-214-9175　　　　　　加治木労働基準監督署（電話）0995-63-2035
　　　鹿屋労働基準監督署　　（電話）0994-43-3385　　　　　　名瀬労働基準監督署　　（電話）0997-52-0574
≪業務改善助成金のワンストップ窓口≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　鹿児島働き方改革推進支援センター　（電話）0120-221-255

鹿児島労働局・労働基準監督署
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/
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　鹿児島労働局は、令和５年12月１日（金）から令和６年１月31日（水）までの期間を「年末年始建設業一斉集中立入調
査実施期間」と位置づけて、鹿児島労働局と管内の５つの労働基準監督署において、建設現場に対する一斉立入調査を
実施します。
１　趣旨
　鹿児島県内の本年１月から10月までの労働災
害の発生状況をみると、全産業の死傷者数（休
業４日以上）は1,683人（コロナ除く、前年同
期1,545人）、死亡者数は12件（対前年同期比＋
３人）となっています。
　建設業に注目すると死傷者数（コロナを除く
休業４日以上）は228人（対前年同期比＋12人）
と増加、死亡者数は３人（対前年同期３人）と
同数であるが、依然として重篤災害の発生率が
高い業種となっています。
　年末年始は慌ただしい時期であり、作業内容
や生活のリズムが変わる傾向にあることから、
建設業の労働災害が発生しやすい時期となっ
ています。
　以上のような状況から、鹿児島労働局では、
管内の労働基準監督署と一体となり、年末年始
における建設現場の労働災害を防止し、一層の
安全衛生水準の向上を図るため、建設業一斉集
中立入調査を実施するものです。

２　実施期間
　令和５年12月１日㈮～令和６年１月31日㈬

３　監督指導の重点
　死亡災害のリスクが高い「三大災害」の中で
も、墜落・転落災害、建設機械災害、土砂崩壊
災害の発生するおそれのある現場に対して次
の事項を重点的に指導することとしています。
＜墜落・転落災害の防止対策＞
　足場の組立て等による安全な作業床の設置、
足場の組立て等作業主任者の選任、要求性能墜
落制止用器具の使用、開口部等への囲い・手す
りの設置等
＜建設機械災害の防止対策＞
　有資格者による運転、作業半径内の立入禁
止、安全な運行経路の確保等
＜土砂崩壊災害の防止対策＞
　掘削箇所の事前調査、適切な勾配の確保、土止め支保工の設置、地山の掘削作業主任者の選任等

年末年始建設業一斉集中立入調査の実施について
鹿児島労働局監督課　

労働災害発生状況（建設業）

死亡災害の推移

令和４年・5年　業種別死傷災害発生状況（10月末）

業　種 令和５年 令和４年 増減
死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数

全　業　種 1,683 12 1,545 9 138 3
建　設　業 228 3 216 ３ 12 0
土木工事業 84 1 94 １ －10 0
建築工事業 100 1 98 １ 2 0
その他の建設業 44 1 24 １ 20 0

＊上記には、新型コロナウイルス感染症り患者を除いている。

※3年、４年は新型コロナウイルス感染症り患者を除いている。



－ 6－

鹿 児 島 労 基令和５年12月１日（毎月１回１日発行） №782　昭和33年８月13日第３種郵便物認可

はじめに
　鹿児島県内における新型コロナウィルスり患を除く

「令和４年の休業４日以上の労働災害による被災者数」
は、2,090人であり、そのうち60歳以上の高年齢労働者は、
720人で全体の34.4％を占めています。
　また、死亡災害については、13人の方がお亡くなりに
なっており、そのうち60歳以上の方は５人で、全体の
38％を占めています。
　これらの数値は、高年齢労働者の増加傾向に伴い、労
働災害の発生も増加していることを示しています。今回
は、昨年発生した事例をもとに、高年齢労働者の労働災
害防止について考えてみます。

労働災害の発生状況
　レストランに勤務する被災者（83歳、女性）が、厨房
のモップ掛けのため、モップとモップバケツを持ち厨房
への狭い通路を急ぎ足で移動していたところ、通路端で
朝の仕込み作業をしていた他の作業者にモップバケツが
当たりそうになったため避けたが、目測を誤り近くの作
業台にモップバケツを当ててしまい、その反動で支えき
れなくなったモップバケツを左足甲に落とし、休業３か
月の骨折を負いました。
　被災者は販売・調理補助で、経験年数は11年ありまし
た。

発生原因等の推察
　被災者は高齢ではありますが、経験年数は当事業場だ
けでも11年あり、ベテランといえます。
　ベテランの労働者が、なぜ労働災害にあったのでしょ
うか。
　年齢を重ねるほど①視認性の低下、②身体空間的位置
関係の認識力の低下、③反応速度の低下等が見られると
言われています。そのため、①見えていなかった、②見
えていたが通れると思った、③よけたつもりだったが、
当たった等様々なケースがあります。しかし、この問題
を個人の問題として片付けてはいけません。周辺の環境
にも原因はあると思われます。
　まず一つは、移動していた通路はどんなところだった
かということです。そもそもの原因は、モップバケツが
他の作業者に当たるのを避けようとして、目測を誤り近
くの作業台にモップバケツを当ててしまったことです
が、被災者が移動していた通路は、それぞれの作業者が
それぞれの仕事をするのに邪魔にならないような十分な
幅員が確保されていたかどうかです。

　次に、それぞれの朝の業務の連絡調整はどうなってい
たかということです。どうしても十分な通路の幅員を確
保できないとするならば、作業の時間差を設ける、お互
いに声かけをして互いの仕事を意識するなどの必要があ
るのではないでしょうか。
　さらには、安全教育はどうなっていたかということで
す。雇入れ時は新人としてある程度の教育はされるので
しょうが、一回きりでよかったでしょうか。定期的に教
育を実施し、それが生かされていることを確認する必要
もあります。

おわりに
　高年齢労働者の占める割合が増加傾向にある労働環境
には、それに対する一定の配慮が必要となります。
　健康寿命という言葉があり、幾つまで働けるかは人そ
れぞれですが、働く限りは皆健康で安全に働きたいはず
です。
　足元から物を持ち上げるのと、腰のあたりから持ち上
げるのでは個数・回数が重なるほど体への負荷は違いま
す。
　記憶力では、長い年月をかけて蓄積した「いわゆる長
期記憶」は、加齢による影響は受けにくい一方で、「い
わゆる短期記憶」は、加齢に伴って低下する傾向にあり、
新しいことを覚えにくくなります。

　また、まったく同じような災害でも、若い労働者は１
週間から10日の休業で済むのに対して、高年齢労働者で
あれば完全復帰まで１か月から２か月かかったりしま
す。その間の業務運営が１名減となり、人手不足に拍車
をかけることになるかもしれません。
　高年齢労働者にやさしい職場環境は、すべての労働者
にやさしい環境となります。また、このことはすべての
労働者の健康と安全のためにも重要であり、会社の安定
経営のためにも必要なことです。
　今現在、エイジフレンドリー対策を進めていますが、
この機会に高年齢労働者の労働災害防止に再度取り組ん
でみてはいかがですか。

災害に学ぶ
高年齢労働者の労働災害について

鹿児島労働局健康安全課
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労務管理あれこれ
鹿児島労働局監督課

パートタイム労働者の年休どうなる

（Ｑ）当社は、従業員20人の小売業です。現在、従業
員のうちの３割強がパートタイム労働者となっていま
す。労働基準法ではパートタイム労働者にも年休を与
えなければならないということを聞きました。この場
合、日数は何日与えなければならないのでしょうか。
　当社の場合、パートタイム労働者の勤務は、１日5
時間と６時間の２とおりがあり、勤務日では週３日と
４日の２タイプがあります。

通常の労働者の日数に合わせ比例付与
（Ａ）�年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対
して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障する
ために付与される休暇のことで、「有給」で休むことが
できる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇の
ことで、労働基準法第39条で定められています。
　パートタイム労働者といっても労働基準法上の労働者
ですから、同法が適用されるのは間違いありません。労
働基準法第39条第３項では、パートタイム労働者など通
常の労働者に比べ所定労働日数などが相当程度少ない労
働者に対する年休の比例付与制度が定められています。
　法第39条第３項を受けた労働基準法施行規則第24条の
３では、パートタイム労働者など年休の比例付与の対象
者を、①１週間の所定労働日数が４日以下、または②１
年間の所定労働日数が216日以下の労働者（ただし、週
所定労働時間が30時間以上の者は除く）、としています。
　したがって、これに該当する者は比例付与の対象とな
りますが、パートタイム労働者であって１日の所定労働時
間は短くても週５日以上働いている者や、週４日以下で
あっても週の所定労働時間が30時間以上の者は比例付与
の対象ではなく、表１に示す通常の労働者と同じ日数の
年休を付与しなければなりませんので、注意が必要です。

表１
雇入れの日から起算した勤続期間 付与される休暇の日数

６か月 10日
１年６か月 11日
２年６か月 12日
３年６か月 14日
４年６か月 16日
５年６か月 18日

６年６か月以上 20日

　ご質問にたち返りますと、パートタイム労働者といえ
ども年休を付与しなければなりませんが、その日数は通
常の労働者とは同じではありません。貴社のパートタイ
ム労働者の勤務日数をみますと、日数の多い人でも週４
日以下ですので、全員が比例付与の対象者ということに
なります。そこで、６か月継続勤務し、全労働日の８割
以上出勤したパートタイム労働者やその後１年継続勤務
し、８割以上出勤したパートタイム労働者に対しては、
それぞれの１週間の所定労働日数の区分に応じて、表２
に示す所定の年休日数を付与しなければなりません。
表２

週所定
労働日

数
１年間の所定

労働日数

雇入れ日から起算した継続勤務期間（単位：年）

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
以上

４日 169日～216日 7 8 9 10 12 13 15
３日 121日～168日 5 6 6 8 9 10 11
２日 73日～120日 3 4 4 5 6 6 7
１日 48日～72日 1 2 2 2 3 3 3

　また、年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュ
を図ることを目的として、原則として、労働者が請求す
る時季に与えることとされています。しかし、同僚への
気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得
率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題
となっています。
　このため、全ての企業において、年10日以上の年次有
給休暇が付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、
年次有給休暇の日数のうち年５日については、使用者が
時季を指定して取得させることが義務付けられています。

建築物石綿含有建材調査者講習（一般）のご案内
問合せ先　（公社）鹿児島県労働基準協会　石綿調査者講習係まで　TEL099-226-3621

※受講希望者が多いときは、臨時に講習を計画する場合があります。開催日はWeb 案内でお知らせします。

講習期日 受付期間 講習会場 受講料 
（教本代込）

受講料 
振込期限 申込方法

令和６年　　　�
１月16日～17日

12月13日～12月15日 オロシティーホール�
（鹿児島市）

38,280円�
（税込） 12月19日

Ｗeb申込サイトより申し込
みとなります。詳細はホーム
ページをご覧ください令和６年　　　�

３月12日～13日

石綿調査者講習Web申込 検索
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医療機関や介護施設・保育所などの福祉施設の経営者・人事担当者の皆様へ
鹿児島労働局需給調整事業室

県内の雇用失業情勢について
鹿児島労働局職業安定課

【令和5年９月分】
　県内有効求人倍率　　　　1.20倍（前月比0.01P増加）
　全国平均有効求人倍率　　1.29倍（前月と同水準）

　県内正社員有効求人倍率　1.05倍（前年同月比0.08P減）
　全国正社員有効求人倍率　1.02倍（前年同月比　増減なし）

※�　県内の雇用失業情勢は、求人が求職を上回っているものの、改
善の動きにやや弱さがみられます。物価上昇等が雇用に与える影響
について、引き続き今後の動向を注視してまいります。

　�　当局おいては、職業訓練等を通じたキャリア形成の促進や人手不
足が特に顕著な分野におけるマッチングの支援など、必要な対策に
取り組んでまいります。

各種助成金、活用してみませんか？
鹿児島労働局職業対策課

【特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）】
＜人材育成メニュー＞
　就職が困難な方を未経験の職種で「採用」し「訓練」を行い「賃
金引上げ」を実現すると通常の1.5倍の助成が受けられます（「訓練」
や「賃金引上げ」が行われない場合は、通常のコースの助成額とな
ります）。
※�　人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連し

た業務に従事させる必要があります。　
※�　第１期支給申請時に「賃金引上げ計画書」を提出する必要があ

り、計画期間（最大３年）内に、採用時の「毎月決まって支払わ
れる賃金」が５％以上引き上がっていることが必要です。

　ご相談や詳細確認は、鹿児島労働局職業対策課（☎099-219-
8713）または各ハローワークへお問い合わせください。

　医師・看護師などの医療従事者や介護従事者、保育士などの採用にあたって人材紹介会社を利用し、紹介手数料
などの職業紹介の条件等についてトラブルとなるケースがあります。
　人材紹介会社の職業紹介サービスに関して法令違反の疑いがある場合には、鹿児島労働局『「医療・介護・保育」
求人者向け特別相談窓口』でご相談を受け付けていますのでご利用ください。

法令により、人材紹介会社は以下の事項を遵守しなければなりません。

●手数料を必ず明示する。
●�自らの紹介により就職した人（無期雇用契約に限る）に対して、就職した日から２年間は転職の勧奨を行っ

てはいけない。
●�「お祝い金」その他これに類する名目で、社会通念上相当と認められる程度を超えて、求職者に金銭等の提

供を行ってはいけない。

ご相談・お問い合わせは、�需給調整事業室（☎099-803-7111）まで
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－

    全産業

死亡者数

　業種　　　         　　　　年

死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数

１　製造業
１　食料品製造業
４　木材・木製品製造業
９　窯業土石製品製造業
11～12　金属製品製造業
13～15　機械機具製造業
上記以外の製造業

４　運輸交通業
１　鉄道・航空機業
２　道路旅客運送業
３　道路貨物運送業
４　その他の運輸交通業

２　鉱業
３　建設業

１　土木工事業
２　建築工事業
３　その他の建設業

６　農林業
１　農業
２　林業

４　その他の商業

５　貨物取扱業

７　畜産・水産業
８　商業

１　卸売業

　令和５年10月末（速報）
業種別死傷災害発生状況

鹿児島労働局

陸上貨物運送事業（４－３・５－１）

第三次産業（８～17）

14　接客娯楽業
１　旅館業
２　飲食店
３　その他の接客娯楽業

上記以外の事業 
10　映画・演劇業
15　清掃・と畜業
16　官公署
17　その他の事業

11　通信業
12　教育・研究業

業種別死傷災害発生状況

①　死傷者数は、当月末までに発生した労働災害の被災者を翌月8日締めで集計したもの。
②　死傷者数は、労働者死傷病報告のうち休業見込み日数が４日以上の災害によるもので、死亡者を含みます。
③　死亡者数は、各労働基準監督署の調査等により把握したもので、労働者死傷病報告が未提出の場合もあります。
④　下段の陸上貨物運送事業（４－３・５－１）及び第三次産業（８～17）は、別計。
⑤　死傷者数、死亡者数ともに新型コロナウイルス感染症り患者を除く。

対前年

増減数 増減率

令和５年
（10月末）

令和４年
（同月末）

13　保健衛生業
１　医療保健業
２　社会福祉施設
３　その他の保健衛生業

９　金融・広告業

２　小売業
３　理美容業

１　陸上貨物取扱業
２　港湾運送業
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お問い合わせ先 鹿児島労働局 雇用環境・均等室
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働く人の「こころ」と「からだ」の健康をサポートします！

問合せ先 ： 鹿児島産業保健総合支援センター問合せ先 ： 鹿児島産業保健総合支援センター
252‐8002252‐8002

会 場： 鹿児島県医師会館 中ホール （鹿児島市中央町 ）

内 容： 第１部 「労働者の作業行動を起因とする労働災害の現状等」

講師：鹿児島産業保健総合支援センター 副所長

第２部 「姿勢の歪み改善～首こり肩こり腰痛予防対策で生産性アップ～」

講師：鹿児島産業保健総合支援センター

講師：産業保健相談員（健康運動指導士） 髙司 佳代

対 象 者： 事業主、安全衛生担当者など

定 員： ３０名

申込方法： ＨＰメールフォームなど

職場における腰痛の発生要因には、腰部に過度の負担を加える動作要因や、腰部への振動・温度等の環境要因、職場の
対人ストレス等による心理的要因等があります。
また、デスクワークや長時間のスマホ利用による長時間の同一姿勢や姿勢の悪さからも、肩こり等の不調を引き起こし、

労働生産性の低下に繋がることもあります。
今回当センターでは、労働者の健康保持増進の取り組みの参考としていただきたく、事業場で使える実践的な内容のセ

ミナーを開催することとしました。皆様のご参加をお待ちしております。

日 時： 令和 年 月 日 （火） 時～ 時

お申し込みはこちら

地域産業保健センター（地さんぽ）が無料で健康づくりのお手伝いをします！

お
申
込
窓
口

■ 鹿児島地域産業保健センター ☎ ■ 南薩地域産業保健センター ☎

■ 北薩地域産業保健センター ☎ ■ 曽於地域産業保健センター ☎

■ 鹿屋・肝属地域産業保健センター ☎ ■ 大島郡地域産業保健センター ☎

■ 姶良・伊佐地域産業保健センター ☎

産業医の選任義務のない労働者数 人未満の事業場の皆様！

職場における健康づくりでお困りではありませんか？

産業医の選任義務のない労働者数 人未満の事業場の皆様！

職場における健康づくりでお困りではありませんか？

日 時： 令和 年 月 日 （火） 時～ 時

申込期限：

令和 年 月 日（月）

時間外労働が多い・・。

社員の健康が心配。
社員も高齢化していて、

健診結果も年々悪くなって

いる人が目立つ・・。

なにか改善する方法は

ないかしら？

健診は全員済んだけど、

就業判定って何？

健診を受けた後に何か

しないといけないの？

https://ssl.formman.com/t/gFqY/
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　日頃からゼロ災害全員参加運動（ゼロ災運動）の普及・定着にご理解ご協力を賜り御礼申し上げます。
　ゼロ災運動は、「一人ひとりカケガエノナイひと」、この人間尊重の理念が、運動の出発点となります。つまり、こ
の運動の最大の特徴は、「人を中心におく運動」だということです。これは、40年以上全く変わらない原点です。い
くら良いシステムや仕組みであっても、それを動かすのは人であることを忘れてはいけないと考えております。
　企業を取り巻く社会環境が変化する今、改めて、ＫＹ活動、指差し呼称、健康ＫＹ、４Ｓといった職場風土を耕す道
具の有効性を再認識し、全員参加で安全と健康を先取りし、明るく生き生きとした職場風土づくりを目指す、ゼロ災
運動の普及・定着のために、研修会参加をお待ちしています。

【日　程】　令和６年１月30日（火） ～ 31日（水）　２日間
【時　間】　9時00分から17時00分まで　（受付開始８時30分～）
【会　場】　オロシティーホール　二階大会議室　〒891-0123　鹿児島市卸本町６－12
【対象者】　職場の監督者、安全衛生スタッフ等
【内　容】　 危険予知訓練活用技法（実技）
　　　　　�ＫＹＴ基礎４Ｒ法、ワンポイントＫＹＴ、自問自答カード１人ＫＹＴ、ＫＹＴトレーナー演習などを役割

演技・金魚鉢方式によって体験学習します。
【定　員】　36名　（参加者をチーム別に編成して討議します。）

参　加　要　領
　●参加費

　　　　　　（注１）会員とは中央労働災害防止協会の賛助会員又は鹿児島県労働基準協会の会員事業場のことです。

　●修了証：閉会時に修了証をお渡しします。
　●申込締切日：12月25日（月）まで（期限までに定員になりました場合には締切ります）
　●申込方法
　　①　�「ゼロ災運動ＫＹＴトレーナー研修会申込書」に必要事項をご記入の上、お申込みください。
　　　※申込書提出先は、鹿児島県労働基準協会です。
　　　　参加証は開催日10日前頃送付いたします。
　　②　�参加費は、申込み締切日までに下記銀行に振込み願います。
　　　　�請求書・領収書が必要な方は申込書の通信欄にご記入く

ださい。
　●振込先　　取引銀行　福岡銀行　奈良屋町支店
　　　　　　　普通預金　口座番号　1163225
　　　　　　　口 座 名　中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　　　　九州安全衛生サービスセンター
　※振込手数料は貴社にてご負担願います。
　※�開催日７日前以降の取り消しについては、次のキャンセル料

がかかります。
　　①　開催日の７日前～開催日前日は参加費の30％
　　②　開催当日は、参加費の100％
　●振込先の所在地等
　　中央労働災害防止協会九州安全衛生サービスセンター
　　〒812-0008　福岡市博多区東光2-16-14　　℡　092-437-1664

安全衛生活動の活発化を図る方策としてその実施を促進することとしている危険予知活動定着のための

令和5年度 基礎2日間コース
鹿児島会場のご案内

区　　分 基本金額 備　　考
会員（注１） 26,730 円 参加費は１名分で資料代、消費税 10％を含みます。

（昼食は各自準備願います。）一般（非会員） 29,700 円

主催：中央労働災害防止協会九州安全衛生サービスセンター
協力：公益社団法人鹿児島県労働基準協会

トレーナー研修会トレーナー研修会
ゼロ災運動ＫＹＴゼロ災運動ＫＹＴ

（危険予知訓練）

会場MAP
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参加希望日 令和６年１月30日・31日
事業場規模

□50人未満　　□50～99人
□100～299人　□300人以上ふりがな

事業場名
業種

会員について

所在地
〒（　　　－　　　） □非会員（一般）　

□会員（鹿児島県労働基準協会会員
　又は中災防賛助会員

連絡担当者

フリガナ 所属 役職

氏名 電話 ＦＡＸ

E-mail

参
加
者

フリガナ 所属・役職名 年代をご記入ください。 №

氏名
男・女

□10代　□40代
□20代　□50代
□30代　□60代以上

フリガナ 所属・役職名 年代をご記入ください。 №

氏名
男・女

□10代　□40代
□20代　□50代
□30代　□60代以上

フリガナ 所属・役職名 年代をご記入ください。 №

氏名
男・女

□10代　□40代
□20代　□50代
□30代　□60代以上

参加料は　　　月　　　日
　￥　　　　　　　　　円
　　□銀行振込　　　　　　□現金書留

※�振込手数料はご負担を
お願いします。

請求書・領収書 受付 参加証

□請求書必要
□領収書必要

※�ご記入頂いた個人情報につきましては、当協会が責任を持って管理し、申し込みいただいたサービスの的確な提
供のために使用するほか、当協会が行う各種セミナー、出版する図書、コンクールへの応募勧奨、アンケートの
ご案内、その他公益的な観点からの情報提供に使用することがあります。

　個人情報の二次利用に同意されない場合は、右の□内にチェックマーク（　）をご記入下さい。
□同意しない

〒892-8550 鹿児島市新屋敷町16-16
（公社）鹿児島県労働基準協会　　　TEL　099-226-3621
申し込み専用メール　　　　　　info-kenshu@kakikyo.or.jp

（申し込み専用FAX）　　　　　　　　　　　　（FAX　099-226-3622）

ゼロ災運動ＫＹＴトレーナー研修会申込書（鹿児島会場）

申し込み・問い合せ先
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令和６年１月　講習開催のご案内
鹿児島教習所実施分（鹿児島市七ツ島1-6-2）

問い合わせ・申込書取り寄せ先：本部
TEL099-226-3621　FAX099-226-3622
https://www.kakikyo.or.jp/seminar/

〈備考〉　１　申込者多数の場合、受付期間内でも締め切り又は、講習科目によっては日程を延長し実施する場合があります。
　　　　２　詳細につきましては、ホームページをご覧いただくか、案内書をお取り寄せください。
　　　　３　新型コロナウイルス感染拡大等の状況によりましては、急遽、中止又は延期する場合があります。予めご了承ください。
　　　　４　石綿作業主任者技能講習の日程等につきましては、本会ホームページでご確認下さい。

講　　習　　名 講 習 日 受付期間 受講料テキスト代
（消費税込） 科目免除者又は受講資格

技
　
　
　
能
　
　
　
講
　
　
　
習

小型移動式クレーン運転 1/9～11 12/4～8

【全科目者】　　　
会員　　37,290円
一般　　37,730円

【科目免除者】　　
会員　　33,990円
一般　　34,430円

【科目免除者】
・玉掛け技能講習修了者
・床上操作式クレーン運転技能講習修了者
・クレーン・デリック運転士免許所持者
・揚貨装置運転士免許所持者

［普通自動車運転免許証等写し必要］
フ ォ ー ク リ フ ト 運 転

【全科目者】　
1/15～19

12/11～15

【全科目者】　　　　
会員　　31,900円
一般　　32,450円

【科目免除者】　　　
会員　　20,900円
一般　　21,450円

【受講資格】
・普通自動車運転免許等所持者

【科目免除者】
・大型特殊自動車運転免許所持者
　（カタピラ車限定を除く）

【科目免除者】
1/15～16

玉　　　　 掛　　　　 け 1/22～24 12/18～22

【全科目者】　　　　
会員　　22,990円
一般　　23,430円

【科目免除者】　　　
会員　　20,790円
一般　　21,230円

【科目免除者】
・小型移動式クレーン運転技能講習修了者
・床上操作式クレーン運転技能講習修了者
・クレーン・デリック運転士免許所持者
・移動式クレーン運転士免許所持者
・揚貨装置運転士免許所持者

不 整 地 運 搬 車 運 転 1/22～23 12/18～22 会員　　37,840円
一般　　38,500円

【受講資格】
・大型特殊自動車運転免許所持者
・車両系建設機械（整地等又は解体用）運転技能講習修了者

車 両 系 建 設 機 械 運 転
（整地・運搬・積込み用及び掘削用）

【全科目者】
1/29～2/2

12/18～22

【全科目者】　　　
会員　　77,990円
一般　　78,430円

【科目免除者】
1/29～30

【科目免除者】　　
会員　　39,490円
一般　　39,930円

【科目免除者】
・�大型特殊自動車運転免許所持者
・�不整地運搬車運転技能講習修了者
・�小型車両系（整地等）運転特別教育

修了後３ヶ月以上の従事経験者

特
別
教
育

フ ル ハ ー ネ ス 型
墜 落 静 止 用 器 具 1/9 12/4～8 会員　　10,725円

一般　　11,825円

ア ー ク 溶 接 等 1/16～18 12/11～15 会員　　18,810円
一般　　22,110円

ク レ ー ン 運 転 1/29～30 12/18～22 会員　　17,160円
一般　　20,460円

そ
の
他

安 全 管 理 者 選 任 時 研 修 1/11～12 12/4～8 会員　　17,050円
一般　　21,450円

職 長 教 育 1/25～26 12/18～22 会員　　12,980円
一般　　16,280円

令和５年度鹿児島県労働災害防止研修会の開催について
（公社）鹿児島県労働基準協会

　令和５年度の労働災害防止研修会を下記により開催致します。
　本県における労働災害は、いまだに多くの方が被災されており更なる災害防止の取り組みが必要です。
　事業者におかれましては、令和６年度労働災害防止計画の参考となれば幸いです。
　この機会に是非ご参加下さいますようご案内致します。
　なお詳細な案内・申込み等は、本誌１月号に掲載の予定です。

　日　時：令和６年２月21日（水）13：30～
　場　所：鹿児島県歴史・美術センター黎明館　講堂（鹿児島市城山町）
　参加費：無料
　対象者： 事業所の事業者、労働安全衛生担当者、職長等　業種は問いません。
　内　容： 最近の安全衛生行政について、労働災害防止に関する講演等（予定）


